
 

前橋都市計画地区計画の変更（前橋市決定・案） 

都市計画力丸工業団地西地区地区計画を次のように変更する。 

「区域及び地区施設は計画図表示のとおり」 

名  称 力丸工業団地西地区地区計画 

位  置 前橋市力丸町の一部 

面  積 約７．８ｈａ 

区域の整備・

開発及び保

全の方針 

地区計画の

目標 

交通利便性の高さを生かした流通業務地としての適正かつ合理的な土

地利用を推進することにより、良好な操業環境を形成・維持するととも

に、周辺環境との調和を図ることを目標とする。 

土地利用の

方針 

周辺環境と調和を図りながら、工業団地としての良好な操業環境を保

全するため、適正かつ合理的な土地利用を推進する。 

地区施設の

整備方針 

地区施設として区画道路や緑地を適切に配置し、その機能の維持、保

全を図る。また、調整池を配置し、開発を原因とする流出量の増加によ

り下流域に新たな負荷を与えないよう流出増対策を行う。 

建築物等の

整備方針 

工業団地としての良好な操業環境の形成を図るため、建築物の用途の

制限を行う。 

地 
区 
整 

備 

計 

画 

地区施設

の配置及

び規模 

道路 

種別 名称 幅員 延長 備考 

区画道路 区画道路 A 6m 約 210m  

区画道路 区画道路B 6m 約 200m  

公園及び

緑地 

種別 名称 面積 備考 

緑地 ― 約 0.2ha  

調整池 

必要調節容量及び許容放流量、放流先の位置については、「都市計画法

による市街化区域および市街化調整区域の区域区分と治水事業との調整

措置等に関する方針について（昭和４５年１月８日局長通達）」に則り協

議した結果に基づくものとする。 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の

用途の制限 

用途地域の制限に加え、次の各号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

（１）カラオケボックスその他これに類するもの 

（２）神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（３）公衆浴場 

（４）診療所、保育所その他これらに類するもの（就業者の福利厚生

のための附帯施設として設けるものは除く） 

（５）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

（６）自動車教習所 

備考  



 

 理 由 書 

 

本地区は、既存の力丸工業団地に隣接した、北関東自動車道前橋南インターチェンジの東約 600ｍに位

置する交通アクセスに優れた約７．８ｈａの区域である。 

前橋市都市計画マスタープランにおける土地利用の方針では、力丸工業団地周辺は北関東自動車道前

橋南インターチェンジを活用した流通業務地としての形成を図ることとしている。 

今回、地区内において民間事業者による産業用地の造成が確実となったことから、既存工業団地も含め

た一体の区域として、力丸工業団地西地区を市街化区域に編入すると同時に、地区計画を決定し、工業団

地としての適正な土地利用を図るもの。 


